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診療時間  月 火 水 木   金 土 

AM  9:00～  

    12:00    
● ●  ●  ★  ● ●  

PM  2:00～  

     6:00    
●  ●  ●  —  ●  — 

 

                
 
 

 
発行者 大口町中地域自治組織 
協  働 大 口 町 地 域 協 働 課 ～「地域のつながり・向こう三軒両隣」の絆を求めて～ 

かわら版 「中地域まちづくり」 
第８９号 

余野・垣田・さつきケ丘のみなさんへ 発行日 令和 ３年１月１日 

〇 年頭のご挨拶   ～明けましておめでとうございます。 

              本年もどうぞよろしくお願いします。～ 
 

旧年は新型コロナウィルスに阻まれて数々の取組みが計画倒れになってしまいました。 

地球の歴史にはこのように社会の進歩を止めてしまうことがあることを体験しました。 

新年度はこの体験を糧にし、新たな取組みへと前進します。そして次の 2 点を掲げ、役員の 

方々と共に目標に向かって邁進したいと思っています。 

① 安全・安心で住み良い中地域にするには“ 何をなすべきか ”。 

② 活力があり魅力のある中地域をさらに発展させるには“ 何をなすべきか ”。 

 

中地域自治組織 会長  近 藤 喜 昭 

手術応需  ★ 木曜日は特別外来予約のみ 

        一般診療の方は電話でお問い合わせください 

大口町余野6 丁目123 番地    TEL(0587)94-1777 

〇 防犯部会より    家族が集まる年末年始に    

特殊詐欺の話をして、被害を防ぎましょう。 

・「キャッシュカード」「暗証番号」というキーワードがでたら、「確認する」と言って電話を切る。 

・「キャッシュカード」は、渡さない！ 封筒に入れない！ 

・「暗証番号」は、教えない！ 書かない！ 

・家の電話を、「留守番電話」にして、不審な電話に出ない。 

・不審な封筒や葉書に書かれている電話番号には、絶対に電話をしない。 

・一人で判断することなく、家族や警察に相談しましょう。 

          江南警察署 ☎ 0587-56-0110 

 
 渡すな危険！！ キャッシュカード！ 

   ～ 特殊サギにご注意を ～ 

✤大口町中地域自治組織事務所   余野一丁目１２７番地  

TEL/FAX 0587-75-0675   Email oguchi-naka@mf.ccnw.ne.jp 
月木水 9-16 時受付（12-13 時除く） 

mailto:oguchi-naka@mf.ccnw.ne.jp


＊R 3 年度も「 認知症勉強会 」を計画しています。 

〇 健康・福祉部会 より 

声かけ 見守り 大口町 
 

 

 

 

 

 

 * 困ったら、まず連絡を！ 

大口町地域包括支援センター ☎ ９４—２２２７  月 ～ 金 8:30 ～ 17:15 土 8:30 ～ 12:30 

大口町健康生きがい課    ☎ ９４—００５１   月 ～ 金 8:30 ～ 17:15 

認知症は、誰でもなる可能性のある『脳』の病気です。いつ、家族

や友人が認知症になるか分かりません。認知症になった人が、住み慣

れた地域で安心して暮らしていくためには、家族や周囲の人たちの『認

知症についての正しい知識と理解』が必要です。一人ひとりが認知症

と正しく向き合い、お互いに暮らしやすいまちにしていきましょう。 

地域みんなの力でサポートを！ 

＊「あんしん・安全ねっと」とは? 

  地震や台風等で町内に災害が起きたとき、避難勧告や避難指示等の情報が配信されます。

その他にも、防災・防犯に役立つ情報や、町内のイベント情報などを配信しています。 

 徘徊などの行方不明者が発生した場合は、防犯情報として行方不明者の特徴を配信しますの

で、ぜひご登録の上、ご協力をお願いします。 

oguchi@entry.mail-dpt.jp 

「認知症勉強会」から 

 認知症であっても、その人の心は生きています。不愉快に感じたり、警戒を持ったりするよう

な対応は適切ではありません。相手の気持ちに寄りそった声掛けが必要です。 

① 驚かせない ② 急がせない ③ 自尊心を傷つけない   

など、具体的な声掛けの方法を学びました。 

 

＊ ご家族や知り合いの方が行方不明になったなら     

1 始めに、警察署へ届けましょう！ 

  （１）公開捜査   警察からの協力依頼で、役場は捜索の協力をすることができます。 

  （２）非公開捜査  警察内の捜査となり、原則として役場は活動することはできません。 

2 地元区長に話をしましょう！ 

   役場と地域で捜索するため、地元区長にも家族の方から依頼をします。 

      区長は、区会役員や区会議員、民生委員などに捜索の協力を依頼します。 

３ 町民安全課（高齢者の場合は健康生きがい課でも可）へ一報し、役場へ来庁してください。

（大口町 町民安全課 ☎ ９５－１９６６） 

   行方不明者の写真をご準備ください。 

４ 役場の捜索が始まります。 
広報無線や「あんしん安全ねっと」なども活用し、巡回捜索します。      

（町民安全課・健康生きがい課） 

mailto:oguchi@entry.mail-dpt.jp

